
町で処理できないごみ町で処理できないごみ町で処理できないごみ

使用済み小型家使用済み小型家電使用済み小型家電

　　　　　　　●回収ボックスの投入口（30㎝×30㎝）に入る大きさで、家庭か

　　　　　　　　ら出た小型家電製品が対象となります

　　　　　　　　※不明な場合はお問合せ先へご連絡ください。

　　　　　●回収場所：遠軽町役場、各地域総合支所（生田原、丸瀬布、白滝）

●回収時間：月曜日から金曜日の８時４５分から１７時３０分まで

　　　　　　※祝日などの役場閉庁日は除きます。

●家電リサイクル４品目、大型機器、パソコン用ブラウン管モニター、ＣＤ、ＤＶＤ

　などの記録媒体は回収できません。

●照明器具の蛍光管や電球は取り外して出してください。

●電池やバッテリーは取り外して出してください。

●携帯電話やパソコン本体、ＵＳＢメモリーなどに個人情報が記憶されている場合

　は、必ずデータを消去し、確認してから出してください。

注 意注 意

カメラ
デジタルカメラ、ビデオカメラ、

フィルムカメラなど

通信機器
電話機、ファクシミリ、

携帯電話、スマートフォンなど

ゲーム機器、
　　　　　電子玩具
ゲーム機本体、

コントローラー

ゲームソフト

（ディスク除く）

など

パソコン関連機器
パソコン本体（ノート型、デスクトップ型、タブレット型）、

ハードディスク、パソコン用

モニター（ブラウン管除く）、

キーボード、マウスなど

※パソコンリサイクルとして

　出すこともできます。

音響機器
ラジオ、ＣＤ・ＭＤプレーヤー、

テープレコーダー、マイクなど

生活電気製品
ジャー炊飯器、電子レンジ、トースター、ホットプレート、ミキサー

電動ミシン、電気アイロン、ヘアドライヤー、ヘアーアイロン、

電気かみそり及び洗浄機など

10●各販売店に処理を依頼してください。〔リサイクル品も含みます。〕


